
参 議 院 比 例 代 表 選 出 議 員 の 選 挙 に お け る

選挙運動用ビラ作成・頒布に当たっての留意事項 

 
参議院比例代表選出議員の選挙における名簿登載者個人（特定枠名簿登載者

を除く。）の選挙運動用ビラの作成・頒布については、次の事項に十分留意して

ください。 

 

１．種類・枚数制限 

・ 中央選挙管理会に届け出た２種類以内のビラ 

・ 名簿登載者１人につき２５万枚以内 

 

２．規格 

長さ２９．７ｃｍ、幅２１ｃｍ以内 

 

３．法定記載事項 

頒布責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては、名称）及び住所、参議院名簿

届出政党等の名称、ビラである旨を表示する記号を記載しなければなりません。

この記号の記載例は次のとおりです。 

例：「参比 ○ ○ 党 ○ 山○ 夫 届出ビラ第○ 号」 

※選挙の種類（「参比」のように略してもよい）、○○党（名簿届出政党等の名称）、○山○夫 

（名簿登載者の氏名）、届出番号（１号又は２号）を必ず記入すること。 

 

４．記載内容についての注意事項 

ビラの記載内容については、制限はなく、演説会の告知や投票依頼の文言等

も記載することができます。また、当該名簿登載者に係る名簿届出政党等の選

挙運動をすることも可能です。 

ただし、他の名簿登載者や選挙区選挙の候補者の選挙運動にわたることは一

切できません。さらに虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるようなことも記載

できません。 

 

５．頒布についての注意事項 

ビラを頒布する場合は、中央選挙管理会に当該ビラを事前に届け出た上、中

央選挙管理会が交付する証紙を貼付しなければなりません。届出に際してのビ

ラの提出は３部お願いします。なお、ビラについて事前審査を行っていますので、

お早めに受けられますようお願いします。 

ビラの頒布は、新聞折込み、当該名簿登載者又は当該名簿登載者に係る名簿

届出政党等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所以外では

頒布できません。 


